
宮崎県獣医師確保修学資金給付制度（地域枠）のQ&A

令和８年３月３１日時点

質問 回答

No.１
県の選考試験に合格後、大学選抜入試で不合格となり浪人する場

合、県の推薦の効力は翌年度も有効か。

県の推薦の効力は、当該年度限りとなります。引き続き希望があ

る場合は、次年度の修学資金給付に申込みください。

No.２ 志望大学はあらかじめ決めておかなければならないのか。
県の推薦で大学選抜試験を受験することになるため、志願書を提

出する段階で志望大学を決めておく必要があります。

No.３
県の選考試験に合格後、志望大学を変更することは可能か。

例：国公立大学志望で共通テストで点数が低かった場合など。

専願となるため、県の推薦が決定した後に志望大学を変更するこ

とはできません。また、大学に推薦合格した場合は、原則入学し

ていただきます。

No.４

当該制度を活用して県へ入庁したが返還免除となる従事期間（９

年間または10年間）経過前に退職した場合の返還額はどのように

なるか。

全額返還ではなく、県職員獣医師として従事した期間を差し引い

た期間について、相当する割合の額を返還していただきます。

No.５ Web面接は可能か。 可能です。

No.６ 他の給付事業との重複受給は可能か。

志願書（様式第１号）において、「B型」を希望する場合は、国

費が入っている他の給付事業との併給はできません。

他自治体が単独で行う給付事業（国費が含まれないもの）であれ

ば併給可能ですが、同種の修学資金給付（貸与）制度との併給は

できません。

No.７ 返還することになった場合、一括返還でなければならないのか。

返還請求の通知日から６か月以内に全額を返還いただくことにな

ります。

ただし、災害、疾病その他やむを得ない理由により返還金を返還

することが困難であると認められるときは、３年を限度として返

還金の返還を猶予することができます。

No.８ 留年、休学、停学となった場合はどうなるか。

留年、休学、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から

復学した日の属する月の分まで修学資金の給付を行わないものと

します。

No.９
県の選考試験に合格すると、国公立大学の一般選抜に出願できな

いのか。

一般入試との併願は可能です。

ただし、大学に推薦合格した場合は、原則入学していただきま

す。

No.10
募集要項内、対象者の「①対象大学のうち、希望する大学の選考

基準を満たす者」とは。

各大学が推薦に係る選考基準として、受験対象者の卒業（見込

み）年度等を明記しております。

高校３年生の他、高校卒業後１～２年経過する方も対象となる大

学もありますので、希望大学の選考基準をご確認ください。

No.11 健康診断書は医療機関を受診する必要があるか。
高校において実施される健康診断の結果の写し（申込日から過去

１年以内に診断されたもの）でも差し支えありません。

No.12
（高校から）２学期制のため調査書を提出する際、締め切り日時

点では２学年までしか記載ができない。
個別に県家畜防疫対策課へ直接ご連絡ください。

（高校からの問い合わせ）


